
：
：
：

：
：

『電子帳簿保存法と最新の経理方法セミナー参加申込書』

FAX.0263-32-1482松本商工会議所
（中小企業振興部　経営支援グループ）行

【個人情報の利用目的について】
※本申込書にご記入頂いた個人情報につきましては、講演会開催に係る受講者名簿の作成、
　出欠確認、講演会運営等に関する目的でのみ使用します。

事業所名 業種
（事業内容）

F A X

E‐MAIL

T E L

参加者名 参加者名

住　　所 （〒　　　　－　　　　　　　）

（ZOOM参加希望の方は必ずご記入ください。）

主  

催
共  

催
協  

力
中小企業振興部 経営支援グループ松本商工会議所 〒390-8503 松本市中央1-23-1　TEL：0263-32-5350　FAX：0263-32-1482　
URL:https://www.mcci.jp　Email:soudan@mcci.or.jp

お問い合わせ

●
●
●

●

●

会 場
定 員
講 師

申込方法

申込期限

松本商工会館 6階　6０１会議室（※ZOOM参加可）
50名
関東信越税理士会松本支部派遣税理士　
税理士　鍵田　貴之 氏 （税理士法人未来経営）
下記の申込欄に必要事項をご記入の上、
FAX・メール・申込フォームのいずれかからお申し込み下さい。
前日までお申込を受付いたします。（定員になり次第締切させて頂きます。）

受講料
無料

※受付確認後、当所より「セミナー受講確認書」を郵送いたします。

：●開催日時 11/ 午後１時30分 ～ 午後３時7火令和5年

制度改正等の課題解決環境整備事業

該当箇所に　  をしてください。 □会場での参加希望　　　□ＺＯＯＭでの参加希望

松本信用金庫 税理士法人未来経営

　令和5年10月1日から開始された適格請求書等保存方式（インボイス制
度）の効果的な事務処理や、電子帳簿保存法への対応準備が必要となってき
ています。令和4年に義務化されてから2年間の宥恕が認められています
が、個人事業者も含めすべての事業所がいつかは取り組まなければなりませ
ん。また、電子取引に関する理解とその対応については事業所毎のルール作
りが必要となってきます。
　本セミナーでは、電子帳簿保存法についての分かりやすい概略説明と実際
に事業者が取組むべき保存方法について詳しく解説します。併せて、効果的
なデジタル化についてもお話をいたしますので、対応がまだの事業所の方は
是非ご参加ください。　

電子取引対応は
全ての事業者が
必要です！

～令和5年12月宥恕（ゆうじょ）期間終了～
カリキュラム

会員・非会員
問わず参加
できます。

申込フォ
ームは

こちらか
ら

FAX.0263-32-1482
メールsoudan@mcci.or.jp

１．電子帳簿保存法の概要
２．電子取引とは
３．電子帳簿保存法の改正点

一部

１．スキャン保存での経理の仕方
２．会計ソフトを使った最新の
　　経理方法

二部

電子帳簿保存法と
　　　 経理方法セミナー最新の


